
四日市市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第２６号 

四日市市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則 

四日市市職員通勤手当支給規則（昭和３３年四日市市規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

（交通機関等に係る通勤手当の額の算

出の基準） 

（交通機関等に係る通勤手当の額の算

出の基準） 

第８条 条例第４１条第２項第１号に規

定する運賃等相当額は、次項に該当す

る場合を除くほか、次の各号に掲げる

交通機関等の区分に応じ、当該各号に

定める額（その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた

額）とする。 

第８条 条例第４１条第２項第１号に規

定する運賃等相当額は、次項に該当す

る場合を除くほか、次の各号に掲げる

交通機関等の区分に応じ、当該各号に

定める額（その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた

額）とする。 

(1) 定期券を使用することが最も経済

的かつ合理的であると認められる交

通機関等（一般乗合旅客自動車を除

く。） 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

(1) 定期券を使用することが最も経済

的かつ合理的であると認められる交

通機関等（一般乗合旅客自動車を除

く。）については、通用期間が支給

単位期間（条例第４１条第５項に規

定する支給単位期間をいう。以下同

じ。）である定期券の価額（価額の

異なる定期券を発行しているとき

は、最も低廉となる定期券の価

額）。ただし、交替制勤務に従事す

る職員等で平均１箇月当たりの通勤

所要回数の少ないものについて、こ

の額が次号による額を超えるとき



は、同号による額とする。 

ア イに掲げる場合以外の場合 通

用期間を支給単位期間（条例第４

１条第５項に規定する支給単位期

間をいう。以下同じ。）である定

期券の価額（価額の異なる定期券

を発行しているときは、最も低廉

となる定期券の価額）。ただし、

交代勤務に従事する職員等で平均

１箇月当たりの通勤所要回数の少

ないものについて、この額が次号

による額を超えるときは、同号に

よる額とする。 

イ 使用する定期券の通用期間が６

個月を超える場合 別に定める額 

 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（返納の事由及び額等） （返納の事由及び額等） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２ 交通機関等に係る通勤手当に係る条

例第４１条第４項の規則で定める額

は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

２ 交通機関等に係る通勤手当に係る条

例第４１条第４項の規則で定める額

は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(1) １箇月当たりの運賃等相当額等

（第８条の２第１号に掲げる職員に

あっては、１箇月当たりの運賃等相

当額及び条例第４１条第２項第２号

に定める額の合計額。以下この項に

おいて同じ。）が５５，０００円以

下であった場合 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(1) １箇月当たりの運賃等相当額等

（第８条の２第１号に掲げる職員に

あっては、１箇月当たりの運賃等相

当額及び条例第４１条第２項第２号

に定める額の合計額。以下この項に

おいて同じ。）が５５，０００円以

下であった場合 前項第２号に掲げ

る事由が生じた場合にあっては、当



該事由に係る交通機関等（同号の改

定後に１箇月当たりの運賃等相当額

等が５５，０００円を超えることと

なるときは、その者の利用するすべ

ての交通機関等）、同項第１号、第

３号又は第４号に掲げる事由が生じ

た場合にあってはその者の利用する

すべての交通機関等につき、使用さ

れるべき使用期間の定期券の運賃等

の払戻しを、別に定める月（以下こ

の条において「事由発生月」とい

う。）の末日にしたものとして得ら

れる額（次号において「払戻金相当

額」という。） 

ア イに掲げる場合以外の場合 前

項第２号に掲げる事由が生じた場

合にあっては当該事由に係る交通

機関等（同号の改定後に１箇月当

たりの運賃等相当額等が５万５千

円を超えることとなるときは、そ

の者の利用する全ての交通機関

等）、同項第１号、第３号又は第

４号に掲げる事由が生じた場合に

あってはその者の利用する全ての

交通機関等につき、使用されるべ

き通用期間の定期券の運賃等の払

戻しを、別に定める月（以下この

条において「事由発生月」とい

う。）の末日にしたものとして得

られる額（次号において「払戻金

相当額」という。） 

イ 使用している定期券に通用期間

 



が６箇月を超えるものがある場合

 別に定める額 

(2) １箇月当たりの運賃等相当額等が

５５，０００円を超えていた場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

(2) １箇月当たりの運賃等相当額等が

５５，０００円を超えていた場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

ア イ及びウに掲げる場合以外の場

合 ５５，０００円に事由発生月

の翌月から支給単位期間に係る最

後の月までの月数を乗じて得た額

又は前項各号に掲げる事由に係る

交通機関等についての払戻金相当

額のいずれか低い額（事由発生月

が支給単位期間に係る最後の月で

ある場合にあっては、０） 

イ ロに掲げる場合以外の場合 ５

５，０００円に事由発生月の翌月

から支給単位期間に係る最後の月

までの月数を乗じて得た額又は前

項各号に掲げる事由に係る交通機

関等についての払戻金相当額のい

ずれか低い額（事由発生月が支給

単位期間に係る最後の月である場

合にあっては、０） 

イ 第９条の２第４項第１号又は第

２号に掲げる通勤手当を支給され

ている場合（ウに掲げる場合を除

く。） ５５，０００円に事由発

生月の翌月から同項第１号又は第

２号に定める期間に係る最後の月

までの月数を乗じて得た額又はそ

の者の利用する全ての交通機関等

についての払戻金相当額及び別に

定める額の合計額のいずれか低い

額（事由発生月が当該期間に係る

最後の月である場合にあっては、

０） 

ロ 第９条の２第４項第１号又は第

２号に掲げる通勤手当を支給され

ている場合 ５５，０００円に事

由発生月の翌月から同項第１号又

は第２号に定める期間に係る最後

の月までの月数を乗じて得た額又

はその者の利用するすべての交通

機関等についての払戻金相当額及

び別に定める額の合計額のいずれ

か低い額（事由発生月が当該期間

に係る最後の月である場合にあっ

ては、０） 

ウ 前号イに掲げる場合 別に定め

る額 

 

３ （略） ３ （略） 

  



（支給単位期間） （支給単位期間） 

第１０条の３ 条例第４１条第５項に規

定する規則で定める期間は、次の各号

に掲げる交通機関等の区分に応じ、当

該各号に定める期間とする。 

第１０条の３ 条例第４１条第５項に規

定する規則で定める期間は、次の各号

に掲げる交通機関等の区分に応じ、当

該各号に定める期間とする。 

(1) 定期券を使用することが最も経済

的かつ合理的であると認められる交

通機関等 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める期間 

(1) 定期券を使用することが最も経済

的かつ合理的であると認められる交

通機関等 当該交通機関等において

発行されている定期券の通用期間の

うちそれぞれ６箇月を超えない範囲

内で最も長いものに相当する期間 

ア イに掲げる場合以外の場合 交

通機関等における定期券の通用期

間のうちそれぞれ最も長いものに

相当する期間 

イ 使用する定期券の通用期間が６

箇月を超える場合 別に定める期

間 

 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この規則の施行の際に６箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券（これに

準ずるものを含む。）に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の

改定、返納及び支給単位期間については、四日市市職員通勤手当支給規則第１０条

第２項、第１０条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）及び第１０条の４第１

項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によるこ

とができる。 

（総務部人事課） 


